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第 3 章 スタッフの連絡・参集体制 

 

1 勤務時間外の職員の連絡・参集体制 

勤務時間外に津波警報が発表された場合には、次の緊急連絡網に基づき管理事務所長

の指示に従い行動をする。 

 

 

管理責任者        課員        課員        課員 

氏名           氏名        氏名        氏名 

電話番号         電話番号      電話番号      電話番号 

 

 

 

 

○○土木事務所 

部署・担当者 

電話番号 

 

 

2 関係機関の連絡 

 ＜横須賀土木事務所＞ 

担当課 連絡先

横須賀土木事務所
河川砂防課
許認可指導課

046-853-8800（代表）

 

 

＜その他関係機関＞ 

関係機関名

横須賀海上保
安部

葉山消防署 防災課 046-876-0119 情報提供

部署（担当者） 連絡先 関係機関の役割

整備救難課 046-862-0118 海難救助

 

 

 

【3/13】 

管理責任者は、津波警報等の発表があった場合

土木事務所に連絡をとり対応を協議する。 
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